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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ方向に貫通して表面側に炎口が開口し裏面側に貫通口が開口する炎孔部を有する赤
熱輻射板と、
　燃料ガスを供給するガス供給路を有するガス供給体とを備え、
　前記ガス供給体は、前記貫通口内に突出して前記ガス供給路を通った燃料ガスを前記炎
孔部内に出射するガス出射部を備え、
　前記ガス供給体と前記赤熱輻射板の裏面側との間の間隙に前記炎孔部に燃焼用空気を供
給する空気流路を形成し、
　前記炎孔部は炎口を表面側に向けて徐々に拡げる第１テーパー角度と貫通口を前記ガス
供給体側に向けて徐々に拡げる第２テーパー角度を有し、
　前記ガス出射部は、前記第２テーパー角度に対応する円錐台形状を有することを特徴と
する赤外線燃焼装置。
【請求項２】
　前記炎孔部は平面上に複数配置され、前記ガス出射部は前記炎孔部毎に複数配置される
ことを特徴とする請求項１記載の赤外線燃焼装置。
【請求項３】
　前記ガス供給体は、前記ガス出射部を一体成形した板状体であることを特徴とする請求
項１又は２記載の赤外線燃焼装置。
【請求項４】
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　前記第１テーパー角度は、垂直軸に対して２０～４０°に設定されることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項記載の赤外線燃焼装置。
【請求項５】
　燃料ガス供給源に連通するガス室を有する基体を備え、
　前記基体上に前記ガス室を覆うように前記ガス供給体が配備され、
　前記ガス供給体を覆うように前記基体上に前記赤熱輻射板が配備されることを特徴とす
る請求項１～４のいずれか１項に記載の赤外線燃焼装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調理、暖房、乾燥、熱処理などの各種用途に使用可能な赤外線燃焼装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、赤外線燃焼装置としては、セラミックなどの耐火材からなる燃焼プレート上に多
数の予混合火炎を形成させることにより燃焼プレートを赤熱させるものが知られている（
下記特許文献１参照）。
【０００３】
　この従来技術は、燃焼プレートを貫通する形で多数の炎孔が設けられており、燃焼プレ
ートの上流側で予め燃料ガスと燃焼用空気を混合した予混合気を形成し、この予混合気を
燃焼プレートの炎孔に供給して、単一の炎孔上或いは複数の炎孔上に一つの予混合火炎を
形成させるものである。
【０００４】
　このような従来の赤外線燃焼装置は、燃焼プレート面上に前述した予混合火炎を複数形
成して平面燃焼させると同時に、火炎の燃焼により燃焼プレートを赤熱することで、火炎
の燃焼による加熱と赤熱された燃焼プレートからの赤外線放射によって被加熱対象物を加
熱する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３５４０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の赤外線燃焼装置は、燃焼プレート面を均一に赤熱させるために、火炎長を短くす
ることができ且つ平面上に均一に火炎形成が可能な予混合火炎を用いている。しかしなが
ら、赤熱状態になった燃焼プレートはプレート温度が８００℃以上となるため、予混合火
炎による燃焼を用いている従来の赤外線燃焼装置では、加熱運転条件によっては逆火が発
生してしまう懸念があった。
【０００７】
　逆火とは、炎孔に至る予混合気供給経路に火炎が伝播する現象であり、通常は予混合気
の噴出速度を適正に調整して、予混合気の噴出速度と火炎の燃焼速度との釣り合いを保つ
ことで逆火現象を防いでいる。しかしながら、何らかの不具合や不適正な使用条件がなさ
れると予混合気の噴出速度と火炎の燃焼速度の釣り合いが崩れて逆火現象が発生すること
がある。
【０００８】
　逆火現象は予混合燃焼方式の燃焼装置における宿命的な問題であり、一般にはこれに対
する十分な対策が検討されているが、この逆火現象が頻繁に発生することがあると、予混
合気供給経路の加熱による損傷など、装置の不具合に繋がる虞がある。
【０００９】



(3) JP 6208541 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

　本発明は、このような問題に対処することを課題の一例とするものである。すなわち、
赤外線燃焼装置において、逆火発生の問題を根本的に解決すること、燃焼火炎を安定化さ
せ、良好な状態での赤熱燃焼を継続することができること、などが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような目的を達成するために、本発明による赤外線燃焼装置は、以下の構成を少な
くとも具備するものである。
【００１１】
　赤外線燃焼装置は、厚さ方向に貫通して表面側に炎口が開口し裏面側に貫通口が開口す
る炎孔部を有する赤熱輻射板と、燃料ガスを供給するガス供給路を有するガス供給体とを
備え、前記ガス供給体は、前記貫通口内に突出して前記ガス供給路を通った燃料ガスを前
記炎孔部内に出射するガス出射部を備え、前記ガス供給体と前記赤熱輻射板の裏面側との
間の間隙に前記炎孔部に燃焼用空気を供給する空気流路を形成し、前記炎孔部は炎口を表
面側に向けて徐々に拡げる第１テーパー角度と貫通口を前記ガス供給体側に向けて徐々に
拡げる第２テーパー角度を有し、前記ガス出射部は、前記第２テーパー角度に対応する円
錐台形状を有することを特徴とする赤外線燃焼装置。
【発明の効果】
【００１２】
　このような特徴を有する赤外線燃焼装置によると、赤熱輻射板の炎孔部に燃料ガスと燃
焼用空気の混合空間を形成する先混合方式を採用することができ、予混合燃焼方式で問題
となる逆火現象を根本的に解消することができる。赤熱輻射板の炎孔部内でガス供給体の
ガス出射部から出射される燃料ガスと燃焼用空気を混合して火炎を生じさせるので、炎孔
部の凹部形態によって火炎燃焼の安定化を図ることができ、また、火炎長の短い安定した
微小火炎を赤熱輻射板の表面に複数形成することができる。これによって赤熱輻射板から
均一な赤外線の平面輻射を得ることができる。ガス供給体と赤熱輻射板の裏面側との間の
間隙に炎孔部に燃焼用空気を供給する空気流路を形成することで、構成部品の簡略化が可
能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る赤外線燃焼装置の一構成例を示した説明図（同図（ａ）
が平面図、同図（ｂ）が同図（ａ）におけるＸ－Ｘ部分断面図）である。
【図２】本発明の実施形態に係る赤外線燃焼装置の内部構造を示した平面図である（（ａ
）が図１（ｂ）のＹ－Ｙ部分断面図であり、（ｂ）が図１（ｂ）のＺ－Ｚ断面図である）
。
【図３】本発明の実施形態に係る赤外線燃焼装置の炎孔部の特性を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。図１は、本発明の実施形態に
係る赤外線燃焼装置の一構成例を示した説明図である。図１（ａ）が平面図、図１（ｂ）
が図１（ａ）におけるＸ－Ｘ部分断面図を示している。図２は、本発明の実施形態に係る
赤外線燃焼装置の内部構造を示した平面図である。図２（ａ）が図１（ｂ）のＹ－Ｙ部分
断面図であり、図２（ｂ）が図１（ｂ）のＺ－Ｚ断面図である。
【００１５】
　本発明の実施形態に係る赤外線燃焼装置１は、炎孔部１１を有する赤熱輻射板１０と燃
料ガスを供給するガス供給路２１を有するガス供給体２０とを少なくとも備える。また、
図示の例では、燃料ガスの供給源に連通するガス室３１を有する基体３０を備えており、
基体３０上にガス室３１を覆うようにガス供給体２０が配備され、ガス供給体２０を覆う
ように基体３０上に赤熱輻射板１０が配備されている。
【００１６】
　赤熱輻射板１０は、例えば、セラミックなどの耐火材で形成され、赤熱燃焼によって赤
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外線を輻射熱として放射するものである。図示の例では所定板厚の平面板によって構成さ
れている。この赤熱輻射板１０は、厚さ方向に貫通して表面側に炎口１１Ａが開口し裏面
側に貫通口１１Ｂが開口する炎孔部１１を有している。図示の例では炎孔部１１がマトリ
クス状に複数配置されているが、配列形態やその数はこれに限定されるものではない。炎
孔部１１は、その炎口１１Ａ内で火炎長の短い微小火炎を形成するものであり、表面に形
成された複数の炎孔部１１のそれぞれに微小火炎を形成することで赤熱輻射板１０が平面
的且つ均一に赤熱燃焼される。
【００１７】
　ガス供給体２０は、赤熱輻射板１０の貫通口１１Ｂ内に突出してガス供給路２１を通っ
た燃料ガスを炎孔部１１内に出射するガス出射部２２を備えている。ガス供給体２０と赤
熱輻射板１０の裏面側との間には間隙Ｇが形成されており、この間隙Ｇが炎孔部１１に燃
焼用空気を供給する空気流路Ｇａを形成している。
【００１８】
　基体３０は、前述したようにガス室３１を内部に備えている。ガス室３１には燃料ガス
供給源に連通するガス流入口３２が設けられている。ガス室３１に流入した燃料ガスは、
ガス供給体２０のガス供給路２１を通って、ガス出射部２２の出射口から炎孔部１１内に
出射される。これに対して空気流路Ｇａに流入した燃焼用空気は、ガス供給体２０の表面
に沿って流れ、ガス供給体２０に対面して配置される赤熱輻射板１０の貫通口１１Ｂから
炎孔部１１内に供給される。炎孔部１１内には供給される燃料ガスと燃焼用空気を混合さ
せる混合空間が形成されている。
【００１９】
　ここで、ガス供給体２０は、ガス出射部２２を一体成形した板状体であり、赤熱輻射板
１０の炎孔部１１は平面上に複数配置され、ガス供給体２０のガス出射部２２は炎孔部１
１毎に複数配置されている。そして、板状体であるガス供給体２０の上に赤熱輻射板１０
を配置することで、ガス供給体２０の表面側と赤熱輻射板１０の裏面側との間に形成され
た間隙Ｇが平面的な空気流路Ｇａになっている。
【００２０】
　赤外線燃焼装置１は、前述した構成を備えることで、先混合方式で赤熱輻射板１０に形
成された炎孔部１１の炎口１１Ａに微小火炎を形成することができる。これによって、炎
孔部１１の上流側では燃焼混合気が形成されない構造になっており、火炎の燃焼は炎孔部
１１の炎口１１Ａ内でのみ生じることになる。これによって、予混合燃焼方式で問題とな
る逆火現象を根本的に解消することができる。また、炎孔部１１を赤熱輻射板１０の表面
に複数設けることで、赤熱輻射板１０の表面で短火炎長の微小火炎を複数形成して平面燃
焼させることができ、赤熱輻射板１０の表面を効率的且つ均一に加熱することができる。
【００２１】
　図３は、本発明の実施形態に係る赤外線燃焼装置の炎孔部の特性を示した説明図である
。図３（ａ）に示した例では、炎孔部１１は、炎口１１Ａを表面側に向けて徐々に拡げる
第１テーパー角度θ１と貫通口１１Ｂをガス供給体２０側に向けて徐々に拡げる第２テー
パー角度θ２を有している。また、貫通口１１Ｂ内に突出しているガス出射部２２は、第
２テーパー角度θ２に対応する円錐台形状を有している。
【００２２】
　第１テーパー角度θ１を有する炎口１１Ａ内及びその上の空間には図示のような微小火
炎Ｍｆが形成される。ここで、この第１テーパー角度θ１を適正に設定することで、微小
火炎Ｍｆの燃焼安定性を向上させることができる。
【００２３】
　図３（ｂ）には、炎孔部１１の第１テーパー角度θ１を変えた場合の、吹き飛び限界空
気比λの値を示している。空気比とは、燃料ガスを完全燃焼させる必要最低限の理論空気
量Ａと実際に供給されている空気量Ｂの比（λ＝Ｂ÷Ａ）で定義される。空気比が１に近
い燃焼が理想であるが、空気比λを高くした場合にも火炎の吹き飛びが生じないことで燃
焼の安定性を評価することができる。図３（ｂ）から明らかなように、炎孔部１１の第１
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）が変化し、第１テーパー角度θ１を２０～４０°、更に好ましくは２５～３５°の範囲
にすることで、吹き飛び限界空気比を最大にすることができる。すなわち、炎孔部１１の
第１テーパー角度θ１を２０～４０°（好ましくは２５～３５°）の範囲にすることで、
微小火炎の安定性を向上させることができる。
【００２４】
　炎孔部１１の貫通口１１Ｂにおける第２テーパー角度θ２は、ガス供給体２０のガス出
射部２２の円錐角に応じて適宜に設定することができる。このような第２テーパー角度θ
２を設けることで、円錐台形状のガス出射部２２に対して十分な燃焼用空気流入面積を確
保することができる。
【００２５】
　以上説明したように、本発明の実施形態に係る赤外線燃焼装置１は、赤熱輻射板１０に
形成される炎孔部１１で燃料ガスと燃焼用空気の混合を行うことで、逆火発生の問題を根
本的に解決することができる。また、炎孔部１１の形態を適正に設定し、特に、炎孔部１
１の炎口１１Ａに第１テーパー角度θ１を設け、その第１テーパー角度θ１を２０～４０
°の範囲に設定することで、燃焼火炎を安定化させることができ、良好な状態での赤熱燃
焼を継続することができる。これによって、安全且つ良好な赤外線燃焼を実現することが
でき、赤熱輻射板１０から均一な赤外線の平面輻射を得ることができる。
【００２６】
　また、ガス供給体２０を円錐台形状のガス出射部２２を一体に備える板状体にすること
で、このガス供給体２０を一体プレス成形によって簡易に形成することができる。このガ
ス供給体２０は、例えばセラミック部品で量産化が可能な形態になっている。そして、円
錐台形状のガス出射部２２に対して赤熱輻射板１０の裏面側に形成される貫通口１１Ｂに
第２テーパー角度θ２を設けることで、炎孔部１１の内面とガス出射部２２の外面との間
の間隙に形成される空気流入路の面積を十分に確保することができる。これによって、燃
焼用空気供給系の圧力損失を増大させることなく、各炎孔部１１に対して燃焼に十分な空
気を供給することができ、安定燃焼の実現と適正な燃焼負荷の調整が可能になる。
【００２７】
　以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
れらの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更
等があっても本発明に含まれる。また、上述の各実施の形態は、その目的及び構成等に特
に矛盾や問題がない限り、互いの技術を流用して組み合わせることが可能である。
【符号の説明】
【００２８】
１：赤外線燃焼装置，
１０：赤熱輻射板，１１：炎孔部，１１Ａ：炎口，１１Ｂ：貫通口，
２０：ガス供給体，２１：ガス供給路，２２：ガス出射部，
３０：基体，３１：ガス室，３２：ガス流入口，
Ｇ：間隙，Ｇａ：空気流路，
θ１：第１テーパー角度，θ２：第２テーパー角度
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